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　 　 【 請 求 項 １ 】 　 １ 又 は 複 数 の 電 子 文 書 デ ー タ の 内 容 を 提 示 す る 提 示 情 報 を 出 力 制 御 す
る 提 示 出 力 制 御 手 段 と 、
　 前 記 提 示 出 力 制 御 手 段 に よ り 提 示 出 力 さ れ た 内 容 の う ち の 一 部 を 指 定 す る 指 定 手 段 と 、
　 前 記 指 定 手 段 で 指 定 さ れ た 一 部 に 対 応 す る １ 又 は 複 数 の ビ デ オ デ ー タ を 選 択 す る ビ デ オ
選 択 手 段 と 、
　 前 記 ビ デ オ 選 択 手 段 で 選 択 さ れ た ビ デ オ デ ー タ を 出 力 制 御 す る ビ デ オ 出 力 制 御 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 文 書 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 提 示 出 力 制 御 手 段 に よ り 出 力 制 御 さ れ る 提 示 情 報 、 及 び 前 記 ビ デ
オ 出 力 制 御 手 段 に よ り 出 力 制 御 さ れ る ビ デ オ デ ー タ を 、 同 時 も し く は 個 別 に 表 示 す る 表 示
手 段 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 提 示 出 力 制 御 手 段 は 、 前 記 提 示 情 報 と し て 、 １ 又 は 複 数 の 電 子 文
書 デ ー タ の 本 文 又 は 要 約 文 を 出 力 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 文 書 処 理 装
置 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 指 定 手 段 は 、 前 記 提 示 出 力 制 御 手 段 に よ っ て 出 力 制 御 さ れ た １ 又
は 複 数 の 電 子 文 書 デ ー タ の 本 文 又 は 要 約 文 に お け る 文 書 の 一 部 を 指 定 で き る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 指 定 手 段 は 、 入 力 さ れ た キ ー ワ ー ド に よ り 、 そ の キ ー ワ ー ド を 含
む 部 分 と し て の 、 前 記 提 示 出 力 制 御 手 段 に よ っ て 出 力 制 御 さ れ た １ 又 は 複 数 の 電 子 文 書 デ
ー タ の 本 文 又 は 要 約 文 に お け る 文 書 の 一 部 を 指 定 で き る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載
の 文 書 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 ビ デ オ 選 択 手 段 は 、 前 記 指 定 手 段 で 指 定 さ れ た 文 書 の 一 部 に 対 応
し て 付 加 さ れ て い る ビ デ オ 指 定 情 報 に 基 づ い て 、 １ 又 は 複 数 の ビ デ オ デ ー タ を 選 択 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 又 は 請 求 項 ５ に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 提 示 出 力 制 御 手 段 は 、 前 記 提 示 情 報 と し て 、 １ 又 は 複 数 の 電 子 文



書 デ ー タ の タ イ ト ル 情 報 、 も し く は １ 又 は 複 数 の ビ デ オ デ ー タ の タ イ ト ル 情 報 を 出 力 制 御
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 前 記 指 定 手 段 は 、 前 記 提 示 出 力 制 御 手 段 に よ っ て 出 力 制 御 さ れ た １ 又
は 複 数 の タ イ ト ル 情 報 の 一 部 を 指 定 で き る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 文 書 処 理 装
置 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 前 記 ビ デ オ 選 択 手 段 は 、 前 記 指 定 手 段 で 指 定 さ れ た タ イ ト ル 情 報 で 示
さ れ る 電 子 文 書 デ ー タ に 付 加 さ れ て い る ビ デ オ 指 定 情 報 に 基 づ い て 、 １ 又 は 複 数 の ビ デ オ
デ ー タ を 選 択 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 前 記 ビ デ オ デ ー タ は 動 画 デ ー タ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に
記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　 前 記 ビ デ オ デ ー タ は 静 止 画 デ ー タ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
に 記 載 の 文 書 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　 １ 又 は 複 数 の 電 子 文 書 デ ー タ の 内 容 を 提 示 す る 提 示 情 報 を 出 力 制 御
す る 提 示 出 力 制 御 手 順 と 、
　 前 記 提 示 出 力 制 御 手 順 に よ り 提 示 出 力 さ れ た 内 容 の う ち の 一 部 を 指 定 す る 指 定 手 順 と 、
　 前 記 指 定 手 順 で 指 定 さ れ た 一 部 に 対 応 す る １ 又 は 複 数 の ビ デ オ デ ー タ を 選 択 す る ビ デ オ
選 択 手 順 と 、
　 前 記 ビ デ オ 選 択 手 順 で 選 択 さ れ た ビ デ オ デ ー タ を 出 力 制 御 す る ビ デ オ 出 力 制 御 手 順 と 、
　 が 行 わ れ る こ と を 特 徴 と す る 文 書 処 理 方 法 。
　 　 【 】 　 １ 又 は 複 数 の 電 子 文 書 デ ー タ の 内 容 を 提 示 す る 提 示 情 報 を 出 力 制 御
す る 提 示 出 力 制 御 手 順 と 、
　 前 記 提 示 出 力 制 御 手 順 に よ り 提 示 出 力 さ れ た 内 容 の う ち の 一 部 を 指 定 す る 指 定 手 順 と 、
　 前 記 指 定 手 順 で 指 定 さ れ た 一 部 に 対 応 す る １ 又 は 複 数 の ビ デ オ デ ー タ を 選 択 す る ビ デ オ
選 択 手 順 と 、
　 前 記 ビ デ オ 選 択 手 順 で 選 択 さ れ た ビ デ オ デ ー タ を 出 力 制 御 す る ビ デ オ 出 力 制 御 手 順 と 、
　 を 有 す る 動 作 制 御 プ ロ グ ラ ム が 記 録 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 記 録 媒 体 。
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